
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

民国元年南京における江寧地方審判庁の再建過程 :
民国期司法の序幕

何, 東
浙江工商大学公共管理学院 : 副教授

西, 英昭
九州大学大学院法学研究院 : 准教授

https://doi.org/10.15017/1475352

出版情報：法政研究. 81 (3), pp.273-297, 2014-12-17. 九州大学法政学会
バージョン：
権利関係：



民
国
元
年
南
京
に
お
け
る
江
寧
地
方
審
判
庁
の
再
建
過
程

｜
｜
民
国
期
司
法
の
序
幕

何

東

（
翻
訳

西

英
昭
）

一

は
じ
め
に

二

民
国
初
期
司
法
機
構
の
再
建
に
関
す
る
司
法

案
の
概
況

三

民
国
元
年
江
寧
地
方
審
判
庁
の
再
建
過
程

四

初
め
て
姿
を
現
し
た
近
代
的
司
法
機
構

（81-３- ）427 273

論 説



一

は
じ
め
に

近
年
来
民
国
史
研
究
の
深
化
に
伴
い
、
南
京
臨
時
政
府
時
期
の
司
法
の
構
築
過
程
に
対
す
る
研
究
も
ま
す
ま
す
学
界
の
注
目
を
集
め
る
に

至
っ
て
い
る
。
新
た
な
司
法
機
構
の
変
遷
過
程
に
つ
い
て
い
え
ば
、
清
朝
時
期
に
江
寧
と
称
し
た
南
京
で
は
清
朝
全
土
と
同
様
に
行
政
と
裁

判
が
合
一
し
た
制
度
が
行
わ
れ
、
独
立
し
た
裁
判
機
構
は
存
在
せ
ず
、
南
京
で
の
案
件
は
全
て
江
寧
府
衙
門
に
お
い
て
受
理
さ
れ
て
い
た
。

清
朝
末
期
、
政
府
は
「
変
法
修
律
」
を
実
行
し
、
南
京
地
区
の
裁
判
機
構
と
制
度
も
こ
れ
に
従
い
徐
々
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
宣

統
二
年
（
一
九
一
〇
年
）
十
一
月
に
は
江
寧
地
方
審
判
庁
が
設
立
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
南
京
に
お
い
て
初
め
て
行
政
と
分
離
し
た
独
立
の
裁

判
機
構
が
出
現
し
た
の
で
あ
る１

）。
宣
統
三
年
（
一
九
一
一
年
）
辛
亥
革
命
の
勃
発
後
、
十
二
月
二
日
に
南
京
省
城
は
「
光
復
」

解
放
）
さ

れ
る
に
至
っ
た
。
民
国
期
以
後
の
南
京
で
は
、
そ
の
地
方
の
裁
判
機
構
の
内
部
に
設
置
さ
れ
た
機
構
及
び
管
轄
区
の
範
囲
に
多
少
の
変
化
は

あ
っ
た
も
の
の
江
寧
地
方
審
判
庁
の
名
称
は
援
用
さ
れ
続
け
、
一
九
二
七
年
に
国
民
政
府
が
「
審
判
庁
」
の
名
称
を
廃
し
て
裁
判
機
関
を
一

律
に
「
法
院
」
と
改
称
す
る
に
至
る
ま
で
、
江
寧
地
方
審
判
庁
が
江
寧
の
案
件
を
管
轄
す
る
こ
と
は
実
に
十
七
年
の
長
き
に
達
し
た
の
で
あ

る
。但

し
司
法

案
資
料
の
乏
し
さ
か
ら
、
民
国
初
期
の
各
地
方
審
判
庁
の
設
置
過
程
に
関
す
る
研
究
は
今
の
と
こ
ろ
あ
ま
り
多
く
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
民
国
元
年
の
司
法
部
の
公
文
（
批
文
）
中
多
く
の
箇
所
に
江
寧
地
方
審
判
庁
に
関
す
る
言
及
が
見
ら
れ
、
細
か
に
そ

の
内
容
を
整
理
し
て
ゆ
く
と
、
ほ
の
か
に
見
え
隠
れ
す
る
一
筋
の
、
民
国
元
年
の
江
寧
地
方
審
判
庁
再
建
の
脈
々
た
る
流
れ
が
現
れ
る
の
で

あ
る
。
例
え
ば
、
司
法
部
が
各
地
に
成
立
し
た
裁
判
・
検
察
機
関
に
対
し
て
出
し
た
批
文
と
し
て
、
一
九
一
二
年
三
月
二
十
日
の
「
司
法
部

批
江
寧
審
判
廳
廳
長
楊
年
報
請
備
案
呈２

）」
と
「
司
法
部
批
江
寧
地
方

察
廳
廳
長
劉
煥
請
立
案
呈３

）」
が
あ
る
。
当
該
批
文
で
は
江
寧
地
方
審

判
庁
が
既
に
南
京
「
光
復
」
の
初
め
に
、
前
江
寧
都
督
の
任
命
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
成
立
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
高

等
・
地
方
の
審
判
・
検
察
庁
を
相
互
に
兼
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
一
九
一
二
年
三
月
二
十
九
日
の
「
司
法
部
批
江
寧
地
方
審
判
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察
廳
長
楊
年
劉
煥
組
織
高
等
審
判

察
兩
廳
請
備
案
呈４

）」
と
い
う
批
文
が
あ
り
、
当
該
批
文
は
江
寧
地
方
審
判
・
検
察
両
庁
長
が
、
南
京
が

中
華
民
国
の
首
都
で
あ
り
上
訴
機
関
が
な
い
と
い
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
と
し
た
こ
と
か
ら
、
先
月
二
十
八
日
に
高
等
審
判
・
検
察
両
庁
が

組
織
さ
れ
全
て
の
人
員
が
地
方
庁
の
人
員
に
よ
っ
て
兼
任
さ
れ
る
と
い
う
状
況
に
な
っ
た
こ
と
に
対
し
、
各
国
の
法
律
で
は
各
級
の
兼
任
に

つ
い
て
の
規
定
が
存
在
し
な
い
た
め
、
江
寧
高
等
・
地
方
の
審
判
・
検
察
庁
相
互
の
兼
任
に
つ
い
て
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
さ
ら

に
一
九
一
二
年
三
月
三
十
日
の
「
司
法
部
批
南
京
地
方
審
判
廳
廳
長
楊
年
申
報
夏
仁

等
調
補
該
廳
庭
長
各
職
呈５

）」
と
「
司
法
部
批
南
京
地

方
審
判
廳
廳
長
楊
年
申
報
委
任
該
廳
刑
二
庭
長
及
各
職
員
呈６

）」
で
は
、
当
該
審
判
庁
の
民
二
廷
裁
判
長
と
民
一
廷
の
裁
判
官
、
及
び
刑
二
廷

裁
判
長
が
相
次
い
で
辞
職
し
た
が
、
地
方
審
判
庁
長
に
は
民
刑
の
裁
判
長
を
任
命
す
る
権
利
が
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。
当
該
審
判
庁
長
が

本
来
裁
判
官
を
任
用
す
る
権
利
が
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
敢
え
て
自
ら
勝
手
に
任
命
し
た
の
は
「
実
に
事
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
甚
だ

し
い
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
特
に
批
文
に
よ
っ
て
当
該
審
判
庁
長
に
対
し
速
や
か
に
任
命
し
た
人
員
を
も
と
の
任
務
に
戻
す

こ
と
を
指
示
し
、
残
さ
れ
た
空
白
の
職
位
に
つ
い
て
は
、
司
法
部
が
江
蘇
都
督
か
ら
そ
の
管
轄
す
る
官
庁
に
対
し
人
員
を
派
遣
し
て
任
務
の

引
継
を
行
わ
せ
る
よ
う
取
り
計
ら
う
の
を
待
つ
よ
う
指
示
し
て
い
る７

）。

確
か
に
民
国
初
期
と
い
う
時
期
は
、
あ
ら
ゆ
る
荒
廃
し
た
も
の
が
再
興
さ
れ
る
時
期
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
司
法
機
構
の
再
建
も
ま
た
同

様
で
あ
っ
た
。
臨
時
政
府
が
南
京
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
速
や
か
に
江
寧
の
司
法
秩
序
を
回
復
さ
せ
地
方
審
判
庁
を
再
建
す
る
こ
と

は
、
民
国
司
法
部
の
重
要
な
任
務
と
な
っ
て
い
た
。
但
し
、
た
か
が
一
個
の
地
方
審
判
庁
の
民
刑
二
廷
の
裁
判
長
の
人
事
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で

に
司
法
部
の
注
意
を
引
く
に
至
っ
た
件
と
い
う
の
も
稀
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
、
楊
年
は
何
故
自
ら
勝
手
に
高
等
審
判
庁
を
組
織
し
、
自
ら
勝

手
に
裁
判
官
を
任
命
し
た
の
で
あ
ろ
う
か

任
命
さ
れ
た
の
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か

｜
｜
こ
れ
ら
の

問
題
は
司
法
部
の
批
文
か
ら
の
み
で
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
江
寧
地
方
審
判
庁
は
も
と
は
清
朝
の
司
法
機
関
で
あ
り
、
辛
亥

革
命
の
後
に
こ
れ
を
換
骨
奪
胎
し
て
、
民
権
を
伸
長
す
る
、
飛
び
抜
け
て
新
し
い
民
国
の
司
法
機
関
た
る
江
寧
地
方
審
判
庁
と
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
具
体
的
に
何
日
何
時
か
ら
案
件
の
受
理
を
開
始
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
も
し
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
問
う
な
ら
ば
、
こ
の
事

民国元年南京における江寧地方審判庁の再建過程（何）
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例
か
ら
各
地
方
審
判
庁
の
裁
判
長
及
び
裁
判
官
等
の
人
事
は
全
て
司
法
部
の
審
査
と
批
准
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
推
断
す
る
こ
と

は
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か

も
し
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
何
故
江
寧
地
方
審
判
庁
の
裁
判
官
の
任
命
が
司
法
部
ま
で
上
申
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か

｜
｜
こ
れ
ら
の
疑
問
点
が
次
か
ら
次
へ
と
湧
き
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
本
論
考
で
は
南
京
市
江
寧
区

案
館
所
蔵
の
民
国
期
司
法

案
の
整
理
を
通
じ
て
、
一
つ
に
は
上
述
の
辛
亥
革
命
後
南
京
地

区
の
民
国
期
司
法
秩
序
の
回
復
過
程
に
関
す
る
疑
問
に
つ
い
て
回
答
を
与
え
、
二
つ
に
は
も
と
も
と
手
薄
で
あ
っ
た
民
国
臨
時
政
府
司
法
史

の
研
究
を
さ
ら
に
豊
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
と
思
う８

）。

二

民
国
初
期
司
法
機
構
の
再
建
に
関
す
る
司
法

案
の
概
況

民
国
初
期
の
司
法
機
構
の
再
建
の
歩
み
と
そ
の
諸
相
は
、
多
く
そ
の
浩
瀚
な
民
国
期
司
法

案
の
中
に
埋
も
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
民
国
期
司
法

案
と
な
れ
ば
、
ま
ず
は
南
京
の
中
国
第
二
歴
史

案
館
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
中
国
第
二
歴
史

案

館
に
は
大
量
の
民
国
期
の
史
料
が
あ
り
、
司
法

案
に
つ
い
て
い
え
ば
、
北
洋
政
府
期
の
司
法
部

案
、
大
理
院

案
、
国
民
政
府
期
の
最

高
法
院

案
な
ど
が
保
存
さ
れ
て
い
る９

）。

中
国
第
二
歴
史

案
館
の
外
に
、
南
京
市

案
館
も
大
量
の
民
国
期
の
司
法

案
を
保
存
し
て
い
る
。『
南
京
市

案
館
指
南10

）』
の
史
料

紹
介
に
よ
れ
ば
、
所
蔵
さ
れ
る
司
法

案
は
一
四
九
五
七
八
巻
、
主
と
し
て
国
民
党
の
首
都
地
方
法
院
・
高
等
法
院
等
の
機
構
に
よ
っ
て
作

成
さ
れ
た
大
量
の
政
治
・
民
事
・
刑
事
案
件
に
関
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
中
で
も
首
都
地
方
法
院
は
一
九
三
五
年
十
月
に
江
寧
地
方
法

院
を
改
組
し
て
成
立
し
た
も
の
で
、
第
一
審
の
民
事
・
刑
事
を
管
轄
し
て
お
り
、
そ
の

案
の
請
求
番
号
（
全
宗
号
）
は
一
〇
二
四
、
一
九

三
五
〜
一
九
四
九
年
に
作
成
さ
れ
た
三
六
八
八
五
巻
（
七
一
八
九
九
宗
）
に
及
ぶ

案
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
他
に
、
さ
ら
に
首
都
高
等
法

院
、
首
都
高
等
法
院
検
察
処
、
最
高
法
院
、
江
蘇
高
等
法
院
等
に
関
す
る
大
量
の
珍
重
す
べ
き
民
国
期
司
法

案
が
あ
る
。
た
だ
時
間
軸
か

論 説
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ら
い
え
ば
、
南
京
市

案
館
所
蔵
の
も
の
は
多
く
一
九
三
五
年
以
後
の

案
で
あ
る
。

清
末
か
ら
民
国
初
期
に
か
け
て
の
南
京
地
区
の
司
法

案
は
ほ
ぼ
全
て
南
京
市
江
寧
区

案
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
江
寧
区

案
館
の

前
身
は
江
寧
県

案
資
料
館
で
あ
り
、
一
九
五
九
年
九
月
に
成
立
し
、
一
九
六
四
年
に
江
寧
県

案
館
と
改
称
さ
れ
、
二
〇
〇
〇
年
十
二
月

に
江
寧
県
が
廃
止
さ
れ
区
と
な
っ
て
か
ら
現
在
の
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
末
ま
で
の
段
階
で
所
蔵

案
は
一
一
四
の
全
宗

に
分
か
れ
、
資
料
が
一
六
類
、

案
資
料
は
約
三
〇
七
〇
〇
〇
巻
冊
に
及
ん
で
い
る
。
江
寧
区

案
館
の
有
す
る
一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
四

八
年
ま
で
の
民
国
期
司
法

案
は
一
四
〇
三
巻
、
計
七
四
七
三
件
で
あ
る
。
そ
の
中
で
江
寧
国
民
江
寧
県
法
院
の
請
求
番
号
（
宗
巻
号
）
は

二
〇
六
、
県
国
民
（
清
朝
）
政
府
の
そ
れ
は
二
〇
一
で
あ
る
。

南
京
市
法
院
の
前
身
で
あ
る
江
寧
地
方
審
判
庁
と
、
江
蘇
省
高
等
法
院
の
前
身
で
あ
る
江
寧
高
等
審
判
分
庁
の
司
法

案
が
区
・
県
の

案
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
な
ん
と
も
不
思
議
な
話
で
は
あ
る
。
そ
の
原
因
を
考
え
て
み
る
と
、
お
そ
ら
く
は
新
中
国
成
立
以
後
、

案
の
引
継
が
行
わ
れ
た
際
に
、
江
寧
が
南
京
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
職
員
が
、
江
寧
と
書
か
れ
た

案
に
つ
い
て
こ
れ

を
全
て
江
寧
県

案
館
に
引
き
取
ら
せ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
南
京
が
江
寧
と
称
さ
れ
て
き
た
の
に
は
随
分
と
長
い
歴
史
が
あ

り
、
南
京
を
簡
略
化
し
て
「
寧
」
と
呼
ぶ
の
も
こ
こ
に
由
来
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か11

）。

当
然
な
が
ら
民
国
期
の

案
は
全
国
で
も
数
多
く
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
主
要
な
分
類
に
あ
っ
て
は
型
ど
お
り
の
形
式
的
な
も
の
、

臨
時
的
な
も
の
、
一
般
事
務
的
な
も
の
に
関
す
る
も
の
の
占
め
る
比
率
が
高
く
、
そ
の
作
成
部
局
の
主
要
な
職
能
や
活
動
、
そ
の
歴
史
的
な

様
相
を
十
分
に
反
映
し
た
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
民
国
期
の

案
の
基
本
的
な
整
理
状
況
は
全
般
的
に
悪
く
、
そ
れ
ゆ

え
に
以
前
は
こ
れ
ら
が
人
々
か
ら
重
視
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

江
寧
区

案
館
に
所
蔵
さ
れ
る

案
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
は
上
述
の
状
況
と
同
じ
で
あ
り
、
訴
訟
案
件
を
主
と
し
、
多
数
の
史
料
も
ま

た
残
存
状
況
が
様
々
で
整
わ
ず
、
内
容
も
錯
雑
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
一
三
年
以
前
の

案
の
う
ち
何
件
か
は
司
法
行
政
に
関
す
る

も
の
で
あ
り
、
先
に
提
起
し
た
江
寧
地
方
審
判
庁
の
具
体
的
な
組
織
建
設
過
程
に
つ
い
て
の
い
く
つ
か
の
疑
問
に
回
答
し
得
る
も
の
で
あ
る
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と
同
時
に
、
あ
る
程
度
ま
で
封
建
王
朝
か
ら
共
和
制
度
へ
の
交
替
期
の
司
法
制
度
の
変
遷
過
程
を
提
示
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で

本
稿
は
こ
れ
ら
史
料
を
整
理
し
て
そ
の
い
く
つ
か
を
抄
録
し
、
中
国
に
お
け
る
地
方
司
法
機
関
の
政
権
交
代
後
の
再
組
織
過
程
を
分
析
し
、

さ
ら
に
は
民
国
初
期
の
各
地
方
の
裁
判
機
構
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
た
め
の
史
料
的
根
拠
及
び
素
材
と
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

江
寧
地
方
審
判
庁
の
成
立
の
経
緯
を
整
理
す
る
際
の
便
宜
の
た
め
、
関
連
す
る
事
件
の
前
後
関
係
に
基
づ
き
前
後
六
件
の

案
を
時
系
列
に

基
づ
き
配
列
し
た
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
れ
ら
六
件
の

案
及
び
そ
の
背
景
と
な
る
事
件
の
描
写
と
そ
の
相
互
の
関
連
性
の
論
証
を
通
じ
て
、

我
々
は
そ
の
中
か
ら
非
常
に
明
晰
な
、
民
国
元
年
の
江
寧
地
方
審
判
庁
の
再
建
過
程
に
関
す
る
一
筋
の
道
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。三

民
国
元
年
江
寧
地
方
審
判
庁
の
再
建
過
程

（
一
）
荒
廃
か
ら
の
再
興

お
よ
そ
新
し
い
事
物
が
生
ま
れ
て
く
る
と
き
、
多
く
の
場
合
、
古
い
事
物
が
解
体
さ
れ
る
中
に
既
に
そ
の
新
た
な
事
物
が
育
ま
れ
て
い
る
、

と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
民
国
初
期
の
、
現
代
的
な
意
義
で
い
う
と
こ
ろ
の
司
法
機
構
の
出
現
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
。

ま
ず
は
資
料
１
「
江
寧
地
方

察
廳
廳
長
劉
煥
呈
覆
江
蘇
都
督
訓
令
執
行
刑
罰
事
」

資
料
番
号
二
〇
六

一
九
一
二

〇
〇
三

〇
〇
五
〇
、

民
国
元
年
）
を
見
て
み
よ
う
。

江
寧
地
方

察
廳
爲
呈
覆
事

民
國
元
年
﹇
七
月

﹈
二
十
五
日
奉
都
督
訓
令
、
提
法
司
呈
七
月
十
五
日
准
司
法
部
令
開
、
案
査
前
清
宣
統
三
年
十
月
十
九
日
、
據
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江
蘇
提
法
司
申
報
、
江
寧
地
方
審
判
廳
判
決
上
元
縣
盗
犯
朱
汰
淪
等
夥
劫
周
長

米
店
得
贓
一
案
、
由
該

察
廳
繕
具
供
勘
送
司
轉
申

前
法
部
移
交
到
本
部
、
査
該
犯
朱
汰
淪
・
張

勝
係
依
持
槍

劫
例
擬
斬
立
決
、

菖

・
顧
守

・
夏

得
係
依

在
外
瞭
望
例

擬
發
新
疆
當
差
、
該
犯
等
事
犯
雖
在
中
華
民
國
元
年
三
月
初
十
以
前
、
係

盗
罪
在
在
遣
流
以
上
者
不
准
免
除
、
該
犯
朱
汰
淪
・
張

勝
應
依
暫
行
新
刑
律
第
四
十
條
由
本
部
覆
准
執
行
死
刑
、
惟
斬
刑
業
經
廢
止
、
應
依
第
三
十
八
條
改
爲
絞
決
、
限
奉
文
後
三
日
内
執
行
。

菖

・
顧
守

・
夏

得
應
仍
監
禁
、
俟
暫
行
新
刑
律
施
行
法
頒
布
後
査
照
執
行
。
爲
此
令
飭
該
司
轉
飭
該

察
廳
遵
照

理

將

執
行
日
期
具
文
呈
覆
此
令
、
等
因
奉
此
。
査
盗
犯
朱
汰
淪
・
張

勝
前
清
判
決
後
均
發
上
元
縣
監
獄
寄
禁
、
未
光
復
前
、
寧
城
關
閉
秩

序
全
紊
、
各
衙
署
及
模
範
監
獄
逃

一
空
、
兼
之
乱
匪
乘
機

劫
縣
監
、
犯
人
均
被

逸
、
奉
前
因
所
有
朱
汰
淪
等
無
從
執
行
縁
由
理

合
呈
覆
察
合
。
此
呈
。

江
蘇
都
督

劉
煥

（
印
）

中
華
民
國
元
年
八
月
三
號

中
華
民
國
江
寧
地
方

察
廳
印

案
は
南
京
「
光
復
」
時
の
南
京
市
内
の
司
法
秩
序
の
混
乱
が
「
犯
人
は
み
な
勝
手
に
逃
亡
す
る
」
よ
う
な
状
況
で
あ
り
、
し
か
も
民
国

の
司
法
機
関
が
上
は
司
法
部
か
ら
下
は
地
方
検
察
庁
に
至
る
ま
で
、
そ
の
場
に
居
な
が
ら
全
く
そ
の
局
面
を
把
握
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
当
該
公
文
（
呈
文
）
を
提
出
し
た
の
は
江
寧
地
方
検
察
庁
庁
長
の
劉
煥
で
あ
る
。
江
寧
地
方
検
察
庁
は
清
朝
期
の
宣
統
二
年
十

一
月
に
成
立
し
、
成
立
当
時
の
庁
長
は
戴
宗

で
あ
っ
た
。
ま
た
同
館
に
所
蔵
さ
れ
る
中
華
民
国
元
年
七
月
九
日
、

江
寧
第
二
初
級
審
判

廳
幇

推
事
）
劉
國

呈
請
指
令
寧
地

廳
酌
情
償
還
公
債
案12

）」

資
料
番
号
二
〇
六

一
九
一
二

〇
〇
一

〇
〇
一
七
）
で
は
、

三
年
五

月
、
検
察
長
劉
煥
は
戴
検
察
長
か
ら
職
務
を
引
き
継
い
だ
」、

武
漢
起
義
の
際
、
張
勳
は
天
険
を
背
に
し
て
自
ら
南
京
の
守
り
を
固
め
、
秩

序
が
混
乱
す
る
こ
と
甚
だ
し
く
、
…
十
月
の
光
復
の
後
、
審
判
庁
・
検
察
庁
の
両
庁
は
旧
の
如
く
に
成
立
し
た
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ

（81-３- ）433 279

民国元年南京における江寧地方審判庁の再建過程（何）



こ
か
ら
、
劉
煥
は
清
朝
最
後
の
江
寧
地
方
検
察
庁
庁
長
で
あ
り
、
ま
た
民
国
期
初
代
の
江
寧
地
方
検
察
庁
庁
長
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

案
に
現
れ
る
逃
亡
し
た
犯
人
と
い
う
の
は
、
清
朝
期
の
宣
統
三
年
、
江
寧
地
方
審
判
庁
が
判
決
を
下
し
た
、
銃
器
に
よ
り
周
長

米
店

を
強
奪
し
た
案
件
に
お
け
る
主
犯
と
従
犯
で
あ
る
。
宣
統
三
年
当
時
の
判
決
に
よ
れ
ば
主
犯
は
「
斬
立
決
」、
そ
の
他
外
で
こ
れ
を
眺
め
て

い
た
幇
助
犯
は
「
新
疆
当
差
」
で
あ
っ
た
。
判
決
後
こ
の
事
件
の
犯
人
は
「
と
も
に
上
元
県
の
監
獄
に
送
っ
て
拘
禁
」
さ
れ
、
宣
統
三
年
十

月
十
九
日
（
一
九
一
一
年
十
二
月
九
日
）
、
江
蘇
提
法
司13

）は
こ
の
案
件
の
審
理
結
果
を
法
部
に
報
告
し
た
。
こ
の
間
に
中
華
民
国
が
成
立
し
、

法
部
は
廃
止
さ
れ
、
一
九
一
二
年
一
月
司
法
部
が
成
立
、
そ
の
初
代
部
長
は
伍
廷
芳
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
当
該
案
件
は
司
法
部
へ
と

移
管
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
政
権
交
代
の
過
程
に
お
い
て
人
心
を
掌
握
す
る
た
め
に
、
民
国
政
府
は
民
国
元
年
三
月
以
前
の
も
の
で
強
盗
罪
で

遣
流
以
上
の
も
の
を
除
い
て
一
律
に
そ
の
刑
を
免
除
す
る
と
い
う
新
た
な
規
定
を
お
い
た
。
当
該
案
件
の
主
犯
で
あ
る
朱
汰
淪
が
犯
し
た
罪

は
な
お
「
銃
器
を
用
い
て
の
強
盗
」
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
ま
ま
赦
免
さ
れ
る
と
い
う
場
合
に
は
当
た
ら
ず
、
暫
行
新
刑
律
第
四
十
条
に

よ
っ
て
な
お
死
刑
を
執
行
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
た
だ
し
民
国
以
降
、
斬
刑
は
既
に
廃
止
さ
れ
た
た
め
、
暫
行
新
刑
律
第
三
十
八
条
に
よ

り
絞
首
刑
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
司
法
部
は
江
寧
地
方
検
察
庁
に
対
し
て
訓
令
し
、
訓
令
文
が
到
達
し
た
後
三
日
以
内
に
主
犯
朱
汰
淪
に

対
し
絞
首
刑
を
執
行
し
、
そ
の
他
の
収
監
さ
れ
て
い
る
犯
人
に
対
し
て
は
な
お
暫
行
新
刑
律
施
行
法
が
頒
布
さ
れ
た
後
に
そ
れ
を
参
照
し
て

刑
の
執
行
を
行
う
も
の
と
し
た
。
江
蘇
提
法
司
は
司
法
部
か
ら
の
訓
令
に
接
し
た
後
、
さ
ら
に
ま
た
訓
令
の
形
式
を
以
て
江
寧
地
方
検
察
庁

に
対
し
、
訓
令
通
り
に
処
理
し
合
わ
せ
て
執
行
し
た
期
日
に
つ
い
て
文
書
で
報
告
す
る
よ
う
要
求
し
た
が
、
こ
の
時
点
で
既
に
民
国
元
年
の

七
月
十
五
日
に
な
っ
て
い
た
。
冒
頭
に
掲
げ
た

案
は
江
寧
地
方
検
察
庁
庁
長
の
劉
煥
が
犯
人
を
取
り
調
べ
た
後
八
月
三
日
に
江
蘇
提
法
司

に
対
し
て
報
告
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
司
法
部
か
ら
の
刑
罰
執
行
の
訓
令
が
執
行
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
「
光
復
以
前
、

南
京
城
は
閉
鎖
さ
れ
、
秩
序
は
全
く
乱
れ
、
乱
匪
は
こ
の
機
に
乗
じ
て
県
の
監
獄
を
略
奪
し
、
犯
人
は
み
な
勝
手
に
逃
亡
す
る
」
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
襲
撃
さ
れ
た
の
は
県
の
監
獄
に
止
ま
ら
ず
、
各
衙
署
（
役
所
）
も
あ
り
、
模
範
監
獄
に
い
た
犯
人
達
も
逃
亡
し
て
空

に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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上
述
の
資
料
か
ら
推
測
で
き
る
こ
と
は
、
南
京
の
司
法
秩
序
を
早
急
に
回
復
す
る
こ
と
は
、
南
京
「
光
復
」
後
速
や
か
に
解
決
さ
れ
る
べ

き
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ゆ
え
に
江
蘇
都
督
の
程
徳
全
に
よ
る
任
命
・
組
織
の
下
で
南
京
地
区
の
地
方
審
判
庁
と
検
察
庁
が

成
立
し
、

十
月
の
光
復
の
後
、
審
判
庁
・
検
察
庁
の
両
庁
は
旧
の
如
く
に
成
立
し
た
」
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
清
末
時
期
の
江
寧
地

方
審
判
庁
・
検
察
庁
と
い
う
名
称
は
な
お
援
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

（
二
）
旧
制
の
踏
襲

新
た
な
司
法
機
構
の
「
新
し
さ
」
と
い
う
の
は
、
単
に
現
在
の
制
度
と
設
計
上
に
体
現
さ
れ
る
「
新
し
さ
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
は

そ
の
「
人
」
の
「
新
し
さ
」
に
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
民
国
元
年
の
司
法
機
構
の
再
建
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
開
始
時

に
は
名
称
と
建
築
に
お
い
て
清
末
の
そ
れ
を
踏
襲
す
る
の
み
な
ら
ず
、

人
」
の
問
題
に
お
い
て
も
な
お
そ
れ
ま
で
通
り
に
旧
法
制
系
統
の

人
事
を
用
い
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
種
の
旧
来
の
制
度
と
人
員
を
踏
襲
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
状
況
は
、
疑
い
も
な
く
民
国
初

期
の
司
法
の
革
新
の
困
難
さ
を
反
映
し
、
ま
た
新
し
い
司
法
機
構
の
創
設
へ
の
障
碍
が
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

で
は
、
資
料
２
「
江
寧
地
方
審
判
廳
長
楊
年
爲
報
推

各
員
分
配
任
事

請
頒
發
委
任

各
情
咨
呈
江
蘇
提
法
司
長
」

資
料
番
号
二
〇

六

一
九
一
二

〇
〇
三

〇
〇
五
〇
、
宣
統
三
年
十
月
二
十
七
日
）
を
見
て
み
よ
う
。

中
華
民
國
江
寧
地
方
審
判
廳
長
楊
年
爲
咨
呈
事

本
廳
呈
報
推

各
員
分
配
任
事

請
頒
發
委
任

各
情
、
茲
於
本
月
二
十
六
日
、
奉
都
督
程
指
令
内
開
、
呈
摺
均
悉
、
所
擬
委
任
各

員
尚
屬
妥
當
、
應
准
照

、
委
任

二
十
八
紙
随
批
印
發
、

抄
批
送
提
法
司
査
照

等
因
、

委
任

二
十
八
紙
到
廳
、
奉
此
。
除

將
奉
發
委
任

分
頒
推

以
下
各
員
祇
領
外
、
相
應
録
批
咨
呈
貴
司

核
、
須
至
咨
呈
者
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右
咨
呈

中
華
民
國
江
蘇
提
法
司
長

鄭

黄
帝
紀
元
四
千
六
百
零
九
年
十
月
二
十
七
日

中
華
民
國
江
寧
地
方
審
判
廳
印

宣
統
三
年
十
月
二
十
七
日
（
一
九
一
一
年
十
二
月
十
七
日
）
は
南
京
「
光
復
」
か
ら
十
四
日
目
で
あ
り
、
こ
の
資
料
に
捺
さ
れ
た
審
判
庁

の
官
印
は
既
に
中
華
民
国
江
寧
地
方
審
判
庁
と
な
っ
て
お
り
、
国
号
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
以
上
当
然
文
書
の
日
付
に
も
「
大
清
宣
統
何

年
」
と
表
記
す
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
と
は
い
え
新
た
な
年
号
も
定
め
ら
れ
て
い
な
い
中
で
、
し
ば
ら
く
「
黄
帝
四
千
六
百
零
九
年
」
と
い

う
こ
の
奇
怪
な
紀
元
の
形
式
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
十
月
二
十
六
日
（
一
九
一
一
年
一
二
月
一
六
日
）
程
全
徳
は
江

寧
地
方
審
判
庁
長
の
楊
年
が
二
十
八
名
の
江
寧
地
方
審
判
庁
の
人
事
を
任
命
し
た
こ
と
に
つ
い
て
こ
れ
を
認
可
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。

こ
の
二
十
八
名
の
任
命
さ
れ
た
人
員
が
何
者
で
あ
る
か
、
知
る
由
も
な
い
が
、
た
だ
成
立
し
て
間
も
な
く
の
こ
と
で
あ
り
、

劉
國

呈
請

指
令
寧
地

廳
酌
情
償
還
公
債
案
」
に
「
考
え
て
み
ま
す
と
、
わ
た
く
し
國

は
前
清
宣
統
二
年
十
一
月
に
江
寧
地
方
検
察
庁
の
典
簿
を
任

命
し
ま
し
た
。
…
武
漢
起
義
の
際
、
張
勳
は
天
険
を
背
に
し
て
自
ら
南
京
の
守
り
を
固
め
、
秩
序
が
混
乱
す
る
こ
と
甚
だ
し
く
、
…
十
月
の

光
復
の
後
、
審
判
庁
・
検
察
庁
の
両
庁
は
旧
の
如
く
に
成
立
し
ま
し
た
、
わ
た
く
し
國

は
劉
庁
長
か
ら
初
級
審
判
庁
の
幇

推
事
を
改
任

す
る
こ
と
を
呈
請
し
ま
す
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
元
々
の
人
員
を
基
礎
と
し
て
わ
ず
か
に
調
整
を
加
え
た
後
に
改

組
し
成
立
し
た
も
の
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

江
寧
地
方
審
判
庁
の
楊
年
に
よ
る
人
事
処
置
は
、
江
蘇
都
督
府
に
よ
り
一
律
に
認
可
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
一
年
と
い
う
時
間
は

非
常
に
早
く
過
ぎ
さ
り
、
民
国
南
京
臨
時
政
府
が
成
立
す
る
に
従
い
、
十
二
月
の
な
か
っ
た
宣
統
三
年
（
訳
註：

中
華
民
国
の
成
立
に
伴
っ

て
太
陽
暦
が
採
用
さ
れ
、
宣
統
三
年
十
一
月
十
三
日
を
中
華
民
国
元
年
一
月
一
日
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
宣
統
三
年
は
十
二
月
を
迎
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え
な
い
ま
ま
終
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
）
が
早
々
と
終
っ
た
の
と
は
う
ら
は
ら
に
、
地
方
審
判
庁
の
人
事
問
題
は
ど
う
も
最
終
的
に
解
決
し
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
民
国
元
年
の
新
年
の
そ
の
初
め
、
楊
年
は
再
度
江
蘇
提
法
司
に
公
文
（
咨
呈
）
を
提
出
し
て
い
る
。

（
三
）
懊
悩

転

で
は
資
料
３
「
江
寧
地
方
審
判
廳
廳
長
楊
年
爲
咨
呈
事
」

資
料
番
号
二
〇
六

一
九
一
二

〇
〇
三

〇
〇
五
〇
、
民
国
元
年
一
月
六
日
）

を
見
て
み
よ
う
。

江
寧
地
方
審
判
廳
廳
長
楊
年
爲
咨
呈
事

本
廳
前
請
委
任
推

以
下
各
員
已
遵
照
前
都
督
程
指
令
呈
報
在
案
、
惟
刑
二
庭
庭
長
呉
榮
萃
、

察
官
鄭
謙
均
以

理
滬
上
報
務
不

克
就
職
。
第
一
初
級
廳
、
推
事
劉
壽
蓮
也
因
病
辭
差
。

廳
長
曾
於
一
月
四
號
具
摺
請
委
盧
重
慶
爲
刑
二
庭
庭
長
、
刑
科
推
事
周
廣
鏞
改
委

察
官
、
遺
缺
請
委
呉
榮

、
第
一
初
級
廳
推
事

請
委
夏
宏
祚
。
也
於
一
月
五
號
奉
代
理
都
督
莊
指
令
、
來
摺
閲
悉
所
請
委
任
刑
庭
庭
長
推
事

察
官
第
一
初
級
審
判
廳
推
事
、
應
准
照

、
委
任

四
紙
随
令

發
、
仰

査
收
轉
發
給
任
事

報
提
法
司
、
等
因
奉
此
。
相
應
遵
令
咨
呈
貴
司

核
至
、
民
科
推
事
範
鍾
湘

辞
職
回
籍

以
袁
希

代
任
、
合

聲
明
。
須
至
咨
呈
者

右
咨
呈

中
華
民
國
江
蘇
提
法
司
長

鄭

中
華
民
國
元
年
一
月
六
號

中
華
民
國
江
寧
地
方
審
判
廳
印
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前
都
督
程
」
と
は
即
ち
程
徳
全
を
指
す
。
清
朝
期
の
「
寧
蘇
分
治
」
に
よ
り
、
江
寧
府
は
蘇
州
の
江
蘇
巡
撫
の
管
轄
に
属
し
て
い
た
が
、

江
蘇
・
安
徽
・
江
西
の
三
省
を
管
轄
す
る
両
江
総
督
の
衙
門
（
役
所
）
は
江
寧
に
設
置
さ
れ
て
い
た
。
辛
亥
革
命
勃
発
後
一
月
も
経
た
な
い

う
ち
に
江
蘇
省
は
清
朝
か
ら
の
離
脱
と
独
立
を
宣
布
し
、
蘇
州
に
江
蘇
都
督
府
を
成
立
さ
せ
た
。
元
の
江
蘇
巡
撫
程
徳
全
は
蘇
州
に
あ
っ
て

江
蘇
都
督
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

代
理
都
督
莊
」
と
は
莊
蘊
寛
の
こ
と
で
あ
る
。
一
九
一
一
年
一
二
月
二
日
、
浙
滬
連
合
軍
が
南
京
を
攻
略
し
た
後
、
連
合
軍
内
部
で
内

紛
が
発
生
し
、
林
述
慶
が
江
寧
都
督
を
自
称
し
連
合
軍
総
司
令
の
徐
紹

の
指
揮
に
は
従
わ
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
如
何
と
も
し
が
た
い

状
況
の
下
で
、
程
全
徳
に
対
し
江
寧
に
移
っ
て
江
蘇
都
督
と
な
る
よ
う
請
願
が
行
わ
れ
、
江
蘇
省
議
会
も
ま
た
打
電
し
て
こ
れ
を
支
持
し
た
。

十
二
月
六
日
、
程
徳
全
は
上
海
か
ら
専
用
車
両
に
乗
っ
て
南
京
に
到
着
し
、
江
蘇
都
督
に
就
任
し
、
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
新
し
い
江
蘇
都
督
府

の
官
員
を
任
命
し
、
事
こ
こ
に
到
っ
て
清
代
か
ら
の
「
寧
蘇
分
治
」
状
態
は
終
わ
り
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。
中
華
民
国
臨
時
政
府
成
立
後
の

一
月
三
日
、
程
徳
全
が
臨
時
政
府
の
内
務
総
長
に
就
任
し
た
こ
と
か
ら
、
江
蘇
都
督
の
職
務
は
莊

寛
が
代
理
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
、

楊
年
の
呈
文
は
一
月
六
日
付
の
も
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
「
代
理
都
督
莊
」
と
称
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
江
寧
司
法

案
の
う
ち
民
国
時
期
の
第
一
番
目
の

案
で
あ
り
、
作
成
時
期
は
民
国
元
年
一
月
六
日
で
あ
る
。
内
容
は
一
月
四
日
、

当
時
の
刑
二
廷
裁
判
長
の
呉
榮
萃
、

察
官
の
鄭
謙
が
と
も
に
上
海
に
お
い
て
新
聞
社
を
創
業
す
る
た
め
に
第
一
初
級
庁
に
就
職
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
裁
判
官
の
劉
壽
蓮
も
病
気
に
よ
り
辞
職
し
た
た
め
、
楊
年
は
盧
重
慶
を
刑
二
廷
裁
判
長
に
、
刑
科
裁
判
官
の
周
廣
鏞
を
検
察
官

に
、
そ
れ
に
よ
り
生
じ
た
刑
科
裁
判
官
の
欠
員
は
呉
榮

に
、
第
一
初
級
庁
裁
判
官
に
は
夏
宏
祚
を
任
命
す
る
よ
う
請
求
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
一
月
七
日
の
資
料
は
さ
ら
に
提
法
司
に
向
け
て
裁
判
官
・
検
察
官
以
下
の
各
人
員
が
先
の
都
督
程
（
徳
全
）
の
指
令
に
基
づ
い
て
任
命

さ
れ
た
こ
と
を
報
告
し
、
さ
ら
に
、
民
科
裁
判
官
の
范
鍾
湘
も
ま
た
辞
職
し
て
帰
郷
し
た
た
め
、
彼
の
代
わ
り
に
袁
希

を
任
じ
る
こ
と
を

承
認
し
て
欲
し
い
と
し
て
い
る
。

こ
の
資
料
か
ら
推
測
す
る
に
、
江
寧
地
方
審
判
庁
の
刑
事
廷
裁
判
長
裁
判
官
、
さ
ら
に
は
初
級
第
一
庁
の
検
察
官
の
人
事
は
全
て
楊
年
一

（法政研究81-３- ）284 438

論 説



人
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
江
寧
地
方
審
判
庁
の
成
立
過
程
中
の
人
事
に
つ
い
て
は
、
江
蘇
提
法
司
は
多
く
を
発
言
す

る
余
地
は
殆
ど
な
か
っ
た
。
以
下
の
資
料
は
以
上
の
推
測
が
正
し
い
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

資
料
４
「
江
寧
第
一
初
級

察
官
劉
紹
基
禀
江
蘇
提
法
司
文
」

資
料
番
号
二
〇
六

一
九
一
二

〇
〇
三

〇
〇
四
九
、
一
九
一
二
年
一

月
）
を
見
て
み
よ
う
。

江
寧
第
一
初
級

察
官
劉
紹
基
謹
禀

都
督
大
人
麾
下
敬
禀
者
、

察
前
於
舊

十
月
十
七
日
接
奉
委
派
江
寧
第
一
初
級

察
官
的
委
任

、
遵

於
十
八
日
赴
府
禀
辭
、

十
九
日
至
南
京
諮
議
局
行

禀
倒
、

呈

委
任

、
當
由
秘
書
科
發
還
傳
今
到
委
。
嗣
謁
高
等

察
廳
長

和
地
方
審

兩
廳
長
、

奉
諭
静
候
暫
勿
到
廳
任
事
。

冬
月
初
旬
、

察
以
奉
委
日
久
、
杳
無
消
息
屡
赴
地
方
審

兩
廳
長
及
高
等

察
長
處
請
示
、
門
者
皆
以
因
公
他
出
見
辭
。
惟

察
奉
委
一
月
有
餘
、
實
未
悉
不
能
到
廳
任
事
、
何
故

經
奉
委
又
經
禀
倒
、
則
該

察
廳
長
之
責
成
。

察

無
可
辭
卸
況

未
奉
有

飭
勿
到
委
示
令
、
將
不
能
免

玩
曠
職
之
咎
、

察
進
退
維
谷
莫
知
是
從
。

知
近
聞
傳
言
、
凡
前
次
由
蘇
委
任
來
寧
各
員
、
均
須
赴
蘇
呈
請
換
給
委

、
抑
或

請
加
蓋
印
行
、
始
能
到
委
。

察

思
、
奉

委
到
寧
將
及
兩
月
、
因
奉
地
方
審

兩
廳
之
命
、
呈
請
府

察

非
有
意
遅
延
自
荒
缺
職
、
仰
祈
賞
准
換
給
委
任

、
抑
或
猥
豫
加

蓋
印
行

察
返
寧
到
委
、
以
重
職
務
而
專
職
成
、
臨
禀
不
勝
悚
惧
、
待
命
之
再
至
江
寧
。

初
級
第
一
第
二
兩
廳
雖
已
開
庭
、
推

各
官
或
係
前
高
等

察
長

令
地
方
審

兩
廳
長
臨
時
命
令
、
抑
或
係
地
方
廳
人
員
兼
代
、

組
織
迄
今

未
完
全
、
合
併
聲
明

陳
蕪
禀
。

中
華
民
國
元
年
元
月

江
寧
縣
城
第
□
初
級

察
廳
印
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旧
暦
の
十
月
十
七
日
は
一
九
一
一
年
十
二
月
七
日
で
あ
り
、
南
京
「
光
復
」
か
ら
五
日
目
に
あ
た
る
。
江
蘇
提
法
司
は
劉
紹
基
を
江
寧
県

城
初
級
庁
検
察
官
に
任
命
し
た
。
し
か
し
こ
の
人
事
処
置
へ
は
ど
う
も
江
寧
地
方
審
判
庁
か
ら
横
や
り
が
入
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
文
中
に
み

え
る
劉
紹
基
は
彼
自
身
昨
年
段
階
で
委
任
状
に
接
し
、
三
日
目
に
は
南
京
諮
議
局
の
官
庁
に
参
着
し
、
委
任
状
を
提
示
し
確
認
を
受
け
た
。

そ
の
後
高
等
検
察
庁
の

庁
長
、
及
び
地
方
審
判
庁
長
の
楊
年
と
検
察
庁
長
の
劉
煥
に
謁
見
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
二
人
の
庁
長
か
ら

「
静
か
に
待
機
し
て
、
し
ば
ら
く
は
庁
に
出
勤
し
て
任
務
に
あ
た
ら
な
い
よ
う
に
」
と
告
げ
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
「
待
機
」
は
一
か
月
に
及

び
、
冬
月
初
旬
に
は
杳
と
し
て
消
息
が
知
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
間
し
ば
し
ば
地
方
審
判
・
検
察
の
両
庁
庁
長
及
び
高
等
検
察
庁
庁

長
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
指
示
を
仰
い
だ
が
、
係
員
か
ら
は
庁
長
が
「
公
用
で
外
出
中
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
し
ば
し
ば
拒
絶
さ
れ
る
憂
き

目
に
あ
っ
た
。
そ
の
後
よ
う
や
く
「
と
こ
ろ
が
最
近
の
噂
に
よ
れ
ば
、
お
よ
そ
蘇
州
か
ら
任
命
さ
れ
て
南
京
に
到
着
し
た
各
人
員
は
、
み
な

蘇
州
に
行
っ
て
任
命
状
を
差
し
替
え
て
も
ら
う
な
り
、
ま
た
は
別
に
印
章
を
押
捺
し
て
も
ら
う
な
り
し
て
初
め
て
任
務
に
就
け
る
と
い
う
取

扱
い
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
」
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
如
何
と
も
し
が
た
い
状
況
の
下
、
劉
紹
基
は
再
び
江
蘇
提
法
司
に
行
き
委
任
状
の
差

し
替
え
或
い
は
印
章
の
押
捺
を
請
求
し
、
南
京
に
戻
っ
た
際
に
支
障
な
く
任
命
さ
れ
、
職
務
を
全
う
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
と
し
た
の
で
あ

る
。劉

紹
基
が
不
満
に
思
っ
た
の
は
、
一
方
で
地
方
審
判
・
検
察
の
両
庁
長
が
新
し
い
委
任
状
と
差
し
替
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
口
実
に
劉

紹
基
を
し
て
す
ぐ
さ
ま
そ
の
任
務
に
就
か
せ
な
か
っ
た
こ
と
と
、
他
方
で
裁
判
官
は
足
り
て
お
ら
ず
、
特
に
江
寧
第
一
・
第
二
初
級
審
判
庁

に
お
い
て
そ
う
で
あ
り
、
し
か
も
一
月
に
は
既
に
開
廷
し
て
案
件
の
審
理
を
始
め
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
初
級
審
判
庁
の
裁
判
官
・
検
察

官
等
の
各
官
は
、
あ
る
い
は
前
高
等
検
察
長
や
地
方
審
判
・
検
察
の
両
庁
長
を
し
て
発
令
さ
せ
た
臨
時
命
令
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
り
、
あ

る
い
は
地
方
庁
の
人
員
が
こ
れ
を
兼
ね
て
い
た
り
し
て
、
組
織
が
全
く
不
完
全
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
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（
四
）
組
織
の
初
期
段
階

三
月
二
十
四
日
、
司
法
部
の
批
准
を
得
て
江
寧
地
方
審
検
庁
は
正
式
に
成
立
し
、
江
蘇
第
一
高
等
審
検
庁
分
庁
の
管
轄
と
な
っ
た
。
し
か

し
、
江
寧
地
方
審
判
庁
と
江
蘇
提
法
司
の
間
に
生
じ
た
相
互
不
信
は
、
最
終
的
に
は
臨
時
政
府
の
司
法
部
を
も
そ
の
日
増
し
に
激
し
く
な
る

官
庁
間
の
矛
盾
対
立
状
態
の
中
へ
と
巻
き
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
民
国
元
年
四
月
九
日
、
江
蘇
提
法
司
は
江
蘇
都
督
の
転
送
し
た
江

寧
地
方
審
判
庁
庁
長
楊
年
の
四
月
七
日
付
の
上
申
を
受
け
取
っ
た
が
、
そ
の
上
申
の
中
で
楊
年
は
江
蘇
提
法
司
の
越
権
行
為
に
つ
い
て
強
烈

な
抗
議
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

資
料
５
「
江
寧
地
方
審
判
廳
楊
年
呈
江
蘇
都
督
」

資
料
番
号
二
〇
六

一
九
一
二

〇
〇
三

〇
〇
五
〇
）
を
見
て
み
よ
う
。

江
寧
地
方
審
判
廳
呈

於
四
月
三
號
奉
都
督
令
開
、
以
本
廳
所
用
人
員

非
本
都
督
委
任
無
案
可
稽
、

據
來
呈
所

、
呈
報
司
法
部
究
竟
係
何
職
權
有

何
依
據
特
不
可
解
、

咨
商
司
法
部
核
覆
再
定

法
等
因
、
業
於
三
月
四
號
呈
覆
在
案
、
茲
復
奉
令
開
、
業
經
咨
商
司
法
部
核
覆

訓

令
該
廳
遵
照
在
案
、
査
該
廳
職
員
等
究
係
如
何
委
任
、
現
奉
部
咨
任
由
本
都
督
府
管
轄
、
亟
應
査
取
員
名
核
定
資
格
再
豫
委
任
以
資
統

一
、
所
有
該
廳
自
審

兩
廳
以
下
全
體
職
員
是
否
合
格
、
有
無
文
凴
及
委
任
日
月
、
詳
細
履

、
均

責
成
該
兩
廳
迅
速
據
實
詳
細
呈

覆
。
其
學
校
出
身
人
員
應

一
律
呈

文
凴
、

候
考
核
。
合
行
訓
令
、
令
到
該

便
遵
照
刻
日
具
覆
勿
延
。
切
記
切
記
、
此
令
。

等
因
奉
此
。

査
本
廳
於
上
年
十
月
請
委
全
體
職
員
、
均
經
前
都
督
程

都
督
核
定
資
格
先
後
委
任
、

次
遵
照
指
令
將
各
員
履

咨
送
提
法
司

備
案
、
是
本
廳
職
員
詳
細
履

於
廳
長
、
具
摺
請
委
及
遵
令
咨
送
提
法
司
備
案
各
文
件
均
可
査
悉
。
茲
忽
奉
訓
令
、
一
則
曰
無
案
可
稽
、

再
則
曰
究
係
如
何
委
任
、
且
謂
應
査
取
員
名
再
豫
委
任
以
資
統
一
、
夫
廳
長
原
以
司
法
宜

統
一
、
故

次
呈
請
都
督
親
豫
委
任
、
各
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員
又

次
遵
令
咨
送
提
法
司
備
案
、
況
前

次
奉
到
指
令
本
廳
請
委
之
呈
、
一
則
曰
、
請
委
各
員
均
屬
妥
當
、
一
則
曰
請
委
各
員
應

照
准
、
是
本
廳
所
用
人
員
無
一
不
經
都
督
之
考
核
、
無
一
不
經
都
督
之
管
轄
。
在
都
督
百
端
待
理
政
務
甚
繁
或
前
事
已
在
遺
忘
之
列
、

然
府
中
本
有
專
主
法
務
之
司
、
何
竟
於

咨
備
案
之

不
一

査
而
竟
謂
無
案
可
稽
、
而
竟
謂
如
何
委
任
、
其
辮
髪
公
事
姑
勿
論
、
將

置
都
督
於
何
地
。

且
前
地
且
前
後
各
員
均
係
都
督
駐
節
寧
垣
時
親
豫
委
任
、
不
過
提
法
司
在
蘇
未
經

記
、
然
亦

次
遵
令
咨
達
備
案
。
提
法
司

非

獨
立
官
廳
、
本
廳
自
當
純
粹
承
認
都
督
之
機
關
法
司

記
與
否
、
初
無
容
過
問
更
不
能
任
法
司
挟
未

記
之
嫌
而
推
翻
全
局
。
況
乃
以

都
督
核
委
之
人
、
而
謂
究
係
如
何
委
任
、
豈
惟
欺
各
員
欺
廳
長
不
又
厚
欺
都
督
之
甚
耶
。
況

經
都
督
核
委
之
員
、
而
必

曰
再
委
任
、

本
已
統
一
而
必

曰
謀
統
一
、
不
又
使
都
督
自
相
矛
盾
耶
。
種
種
不
合
情
形
府
中
法
務
之
專
司
不
能
辭
其
咎
也
。

廳
長
以
寧
人
治
寧
事
、
梓
桑
之
義
不
敢
告

、
服
務
以
來
、
恒
慮
竭
□
、
然
前
兩
次
請
委
各
員
、
固
亦
遅
回
、
審
重
爲
事
、

人
早

經
面
陳
。
自
邀
洞

、
且
請
委
多
屬
寧
人
、
其
學
問
才
力
資
格
經

固
不
難
於
査
核
、

借
二
楚
才
、
其
資
格
亦
固
有
當
於
法
曹
、
無

一
可
以

爲
者
、
悉
可
於
請
委
摺
呈
及
提
法
司
備
案
各
履

査
核
而
知
也
。
茲
奉
前
因
相
應
備
文
呈
覆
、
仰
懇
都
督
飭
司
調
査

次
咨

送
各
員
履

清
摺

可
一
一
清
悉
。
而
曾
經
都
督
之
考
核
亦
可
瞭
然
矣
。
無
任
激
切
屛
營
之
至
、
此
呈

江
蘇
都
督
莊

楊
年

一
九
一
二
年
二
月
、
地
方
審
判
庁
の
民
二
廷
裁
判
長
に
欠
員
が
出
た
た
め
、
楊
年
は
夏
仁

を
補
充
す
る
よ
う
報
告
し
た
。
江
蘇
提
法
司

は
こ
の
人
事
処
置
と
一
月
四
日
の
楊
年
の
人
事
処
置
に
つ
い
て
、
司
法
部
に
上
申
し
た
。
司
法
部
は
批
文
「
司
法
部
批
南
京
地
方
審
判
廳
廳

長
楊
年
申
報
夏
仁

等
調
補
該
廳
庭
長
各
職
呈
」
と
「
司
法
部
批
南
京
地
方
審
判
廳
廳
長
楊
年
申
報
委
任
該
廳
刑
二
庭
長
及
各
職
員
呈
」
に

よ
り
こ
の
要
求
を
否
決
し
、
当
該
審
判
庁
の
民
二
廷
裁
判
長
と
民
一
廷
の
裁
判
官
、
及
び
刑
二
廷
裁
判
長
の
人
事
は
全
て
都
督
府
が
行
う
べ
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き
も
の
と
し
た
。
楊
年
に
は
裁
判
官
を
任
用
す
る
権
利
は
な
く
、
そ
こ
を
敢
え
て
自
ら
勝
手
に
任
命
し
た
の
は
実
に
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ

と
こ
の
上
な
く
、
特
に
批
文
に
よ
っ
て
当
該
審
判
庁
長
に
対
し
速
や
か
に
任
命
し
た
人
員
を
も
と
の
任
務
に
戻
す
こ
と
を
指
示
し
、
残
さ
れ

た
空
白
の
職
位
に
つ
い
て
は
、
司
法
部
が
江
蘇
都
督
か
ら
そ
の
管
轄
す
る
官
庁
に
対
し
人
員
を
派
遣
し
て
任
務
の
引
継
を
行
わ
せ
る
よ
う
取

り
計
ら
う
の
を
待
つ
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。

都
督
の
莊

寛
も
ま
た
当
該
審
判
庁
に
訓
令
し
、

速
や
か
に
人
員
名
を
調
べ
上
げ
て
資
格
を
審
査
し
、
再
び
任
命
を
与
え
る
こ
と
で
統

一
に
資
す
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
り
、
全
て
の
当
該
庁
、
審
判
庁
・
検
察
庁
両
庁
以
下
全
体
の
職
員
に
つ
き
、
合
格
で
あ
る
か
ど
う
か
、
証

拠
書
類
が
あ
る
か
ど
う
か
、
任
命
の
年
月
日
、
履
歴
の
詳
細
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
当
該
両
庁
に
責
任
を
負
わ
せ
る
形
で
迅
速
か
つ
事
実
に
基

づ
い
て
詳
細
に
報
告
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
学
校
出
身
の
人
員
に
つ
い
て
は
一
律
に
そ
の
証
拠
書
類
を
提
出
さ
せ
て
調
べ
上
げ
、
審
査
を
待

つ
よ
う
に
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
合
わ
せ
て
訓
令
を
発
し
、
そ
れ
が
当
該
庁
に
達
し
た
な
ら
ば
早
速
そ
の
命
令
通
り
に
処
理
し
、
期
限
を

切
っ
て
復
命
を
行
い
、
ぐ
ず
ぐ
ず
と
引
き
延
ば
す
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。

都
督
の
訓
令
に
対
し
、
楊
年
は
三
月
四
日
の
都
督
へ
の
返
事
の
文
中
に
お
い
て
、
江
蘇
提
法
司
が
楊
年
の
人
事
処
置
に
つ
い
て
勝
手
に
司

法
部
へ
上
申
し
た
行
為
に
つ
き
、

一
体
如
何
な
る
職
権
に
基
づ
く
も
の
か
、
如
何
な
る
根
拠
が
あ
る
と
い
う
の
か
、
特
に
不
可
解
で
あ
る
」

と
強
烈
に
抗
議
を
行
っ
て
い
る
。
都
督
の
訓
令
に
お
い
て
楊
年
の
人
事
が
「
参
考
と
な
る
前
例
が
な
い
」

一
体
如
何
な
る
任
命
で
あ
る
の

か
」
と
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
楊
年
は
先
の
資
料
３
、
資
料
４
に
現
れ
る
事
実
を
列
挙
し
、
昨
年
十
月
に
全
体
の
職
員
の
任
命
を
請
う

た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
全
て
前
都
督
の
程
徳
全
の
手
を
経
た
だ
け
で
は
な
く
、
現
都
督
の
莊

寛
本
人
に
よ
る
資
格
審
査
を
経
て
任
命
し
た

も
の
で
、

全
て
の
人
員
に
つ
き
、
一
人
と
し
て
都
督
の
審
査
を
経
て
い
な
い
も
の
は
な
く
、
一
人
と
し
て
都
督
の
管
轄
を
経
て
い
な
い
も

の
は
な
く
」、
か
つ
幾
度
も
都
督
の
指
令
を
遵
守
し
、
各
員
の
履
歴
に
つ
い
て
提
法
司
に
送
っ
て
記
録
に
留
め
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

ら
の
事
実
は
調
べ
れ
ば
す
ぐ
に
明
ら
か
に
な
る
と
し
た
。

ま
た
各
員
を
任
命
す
る
公
文
上
に
提
法
司
の
押
印
に
よ
る
同
意
が
な
か
っ
た
と
す
る
指
摘
に
つ
い
て
は
、
楊
年
は
こ
れ
ら
の
人
事
は
一
月
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二
十
一
日
、
江
蘇
都
督
府
が
蘇
州
へ
と
移
転
す
る
前
、
都
督
が
南
京
に
駐
在
し
て
い
た
時
に
直
接
任
命
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

提
法
司
が
蘇
州
に
あ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
こ
の
よ
う
に
提
法
司
の
押
印
を
経
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
出
現
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
も
し

そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
都
督
の
命
令
を
遵
守
し
て
幾
度
も
提
法
司
に
報
告
し
て
記
録
に
留
め
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
提
法
司
は
本

来
独
立
の
官
庁
で
は
な
く
、
都
督
府
の
下
に
あ
る
一
機
構
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
都
督
が
批
准
し
た
人
事
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
文
句
を

言
う
権
利
は
本
来
あ
る
は
ず
も
な
く
、
さ
ら
に
提
法
司
の
押
印
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
江
寧
地
方
審
判
庁
の
人
事
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
、
と
し
た
の
で
あ
る
。

か
つ
さ
ら
に
楊
年
は
、
す
べ
か
ら
く
「
寧
人
治
寧
」、
即
ち
南
京
は
南
京
人
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
従
っ
て
二
回
の

人
事
処
置
命
令
は
幾
度
も
検
討
を
重
ね
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
人
選
は
既
に
直
接
の
面
接
を
経
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
ま
た
任
命
し
た
の
が

多
く
南
京
の
人
士
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
学
問
や
才
能
、
資
格
、
経
験
に
つ
い
て
の
確
認
も
し
や
す
く
、
そ
の
資
格
は
法
曹
と

し
て
の
名
に
恥
じ
な
い
も
の
で
、
そ
こ
に
全
く
虚
偽
は
な
い
こ
と
を
述
べ
、
提
法
司
に
お
い
て
記
録
に
留
め
さ
せ
た
各
人
の
履
歴
を
調
べ
れ

ば
す
ぐ
明
ら
か
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

楊
年
が
四
月
七
日
に
都
督
へ
向
け
て
提
法
司
が
越
権
行
為
に
よ
っ
て
人
事
に
干
渉
し
て
い
る
と
し
て
行
っ
た
抗
議
に
つ
い
て
、
司
法
部
は

決
定
を
下
し
、
江
寧
地
方
審
判
庁
庁
長
の
楊
年
が
自
分
勝
手
に
裁
判
官
を
任
命
し
た
の
は
そ
の
職
権
を
超
え
て
お
り
、
今
に
至
る
ま
で
そ
の

自
分
勝
手
に
任
命
し
た
各
人
員
に
つ
い
て
こ
れ
を
取
り
消
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
ま
た
理
の
通
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
言
は
他
を
中
傷
す

る
に
近
い
も
の
で
、
特
に
下
級
官
吏
と
し
て
の
義
に
背
く
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
よ
っ
て
こ
れ
は
懲
戒
を
行
っ
て
悪
事
を
真
似
る
こ
と
を
禁

止
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
ず
、
江
蘇
都
督
に
対
し
以
上
の
方
針
の
通
り
に
処
理
し
、
人
員
を
派
遣
し
て
職
務
を
引
き
継
が
せ
る
よ
う
求
め
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
り
四
月
十
八
日
、
江
蘇
都
督
は
、
日
本
留
学
経
験
を
持
つ
江
寧
初
級
裁
判
官
代
理
、
地
方
審
判
庁
民
二
廷
裁
判
長
の
夏
仁

を
楊
年
の
後
任
と
し
て
地
方
審
判
庁
庁
長
の
職
を
務
め
る
よ
う
決
定
し
た
。
資
料
６
は
そ
の
江
寧
地
方
審
判
庁
庁
長
の
夏
仁

が
楊
年
の

庁
長
職
留
任
へ
の
許
可
を
申
請
し
た
も
の
で
あ
る
。

（法政研究81-３- ）290 444
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で
は
資
料
６
「
江
寧
廳
長
夏
仁

呈
請
可
否
仍
准
楊
年
留
任
廳
長
由
」

資
料
番
号
二
〇
六

一
九
一
二

〇
〇
三

〇
〇
二
七
）
を
見
て
み

よ
う
。江

寧
初
級
推
事
代
理
地
方
民
二
庭
庭
長
夏
仁

爲
呈
請
事

本
年
四
月
十
八
日
奉
都
督
莊
指
令
、
案
准
司
法
部
咨
開
、
江
寧
地
方
審
判
廳
廳
長
楊
年
擅
任
法
官
侵
越
職
權
、
當
經
本
部
批
駁

咨

由
貴
都
督
飭
該
管
官
廳
派
員
接
任
在
案
、
乃
該
廳
長
竟
未
將
擅
任
各
員
取
消
、
且
覆
具
呈
矯
辯
、
語
近

毀
、
殊
有
背
下
級
官
吏
之
義
。

勿
不
有
懲
戒

禁
效
尤
。
江
寧
地
方
審
判
廳
廳
長
楊
年
應

令
其
免
職
、
咨
貴
都
督
査
照

理
、

咨
覆
本
部
備
核
可
也
等
因
、

抄

呈
批
各
件
到
府
。
該
廳
楊
廳
長

奉
司
法
部
咨
請
免
職
、
自
應
査
照

理
、
査
有
日
本
法
政
畢
業
生
夏
仁

堪
以
委
令
、
就
近
接

其

尚
未
委
任
之
地
方
審
判
推
事
。
査
有
日
本
明
治
大
學
畢
業
生
呉
淪
堪
以
委
任
以
重
職
守
、
除
咨
覆

随
發
委
任

外
、
合
行
訓
令
該
廳

便
遵
照
。
仁
將
遵

情
形
刻
速
具
報
、
此
令
、
等
因
。
到
廳
由
廳
長
通
知
前
來
、
除
推
事
呉
淪
業
已
領
受
委
任

到
廳
就
職
外
、
庭

長
理
應
遵
奉
委
任
接
受
廳
長
一
職
。

惟
査
庭
長
於
上
年
十
月
由
廳
長
楊
年
薦

、
奉
委
任
初
級
推
事
、
本
年
二
月
地
方
民
二
庭
長
出
缺
、
該
廳
長
呈
報
南
京
。
司
法
部
請

以
庭
長
調
補
、
經
司
法
部
批
駁
、
又
經
該
廳
長
呈
請
暫
行
代
理
在
案
。
茲
奉
都
督
莊
委
任
今
職
、
在
都
督
莊
虚
衷
采
訪
不
加
屛

。
而

優
豫
擢
（
遷

）、
庭
長
應
如
何
感
奮
而
廳
長
楊
年
以
擅
委
獲
咎
、
庭
長

代
居
其
位
於
義
實
有
未
安
、
特
瀝
陳
下
情
可
否
仍
准
楊
年

留
任
廳
長
之
處
出
自

格
成
全
、
無
任
屛
營
待
命
之
至
、
此
呈

江
蘇
都
督
程

民
國
元
年
四
月

日
呈

民
国
元
年
四
月
に
は
南
京
臨
時
政
府
は
既
に
終
了
し
て
お
り
、
袁
世
凱
が
臨
時
大
総
統
に
就
任
し
、
首
都
も
南
京
か
ら
北
京
へ
と
移
っ
て

（81-３- ）445 291
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い
た
。
四
月
十
一
日
に
は
南
京
に
お
い
て
江
西
軍
に
よ
る
動
乱
が
あ
り
、
状
況
を
制
御
す
る
た
め
に
三
日
後
北
京
政
府
は
程
徳
全
を
江
蘇
都

督
に
任
命
し
、
あ
わ
せ
て
鄭
言
を
江
蘇
省
提
法
司
長
に
任
命
し
た
。
四
月
二
十
三
日
、
代
理
江
蘇
都
督
の
莊

寛
が
辞
職
し
た
。
よ
っ
て
夏

仁

を
任
命
し
た
の
は
莊

寛
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
夏
仁

が
申
請
を
手
渡
し
た
際
の
江
蘇
都
督
は
既
に
程
徳
全
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

夏
仁

は
そ
の
申
請
の
中
で
、
本
人
が
一
九
一
一
年
十
月
に
楊
年
の
推
挙
に
よ
っ
て
都
督
か
ら
初
級
裁
判
官
に
任
じ
ら
れ
た
と
し
、
楊
年

が
職
を
解
か
れ
た
の
は
、
地
方
民
二
廷
裁
判
長
に
欠
員
が
出
た
の
を
補
充
し
よ
う
と
し
て
江
蘇
提
法
司
や
民
国
司
法
部
と
対
立
し
た
こ
と
に

起
因
す
る
の
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
司
法
部
の
否
決
に
遭
っ
た
後
に
、
楊
年
は
再
度
暫
行
代
理
の
形
式
で
夏
仁

に
地
方
審
判
庁
民
二
廷
裁
判

長
を
担
任
さ
せ
る
こ
と
を
申
請
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
楊
年
が
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
勝
手
に
任
命
し
た
と
し
て
罪
を
負
う
形
に
な
っ
た
の

は
、
自
分
が
も
し
「
代
わ
り
に
そ
の
地
位
に
居
る
と
な
る
と
、
ど
う
に
も
義
が
立
た
ず
落
ち
着
か
な
い
」
と
し
た
。

こ
の
夏
仁

の
申
請
に
対
し
、
程
徳
全
は
「
蘇
州
の
官
吏
の
任
命
は
本
都
督
府
の
特
権
で
あ
る
」
と
し
、
夏
仁

を
「
た
だ
楊
年
の
私
的

地
位
に
の
み
居
て
、
法
律
命
令
を
不
問
に
付
す
」、
即
ち
楊
年
の
個
人
的
な
立
場
に
立
っ
て
法
律
を
顧
み
な
い
も
の
で
あ
る
と
叱
責
し
、
か

つ
「
楊
年
の
解
職
は
本
都
督
府
が
法
部
の
命
令
に
従
っ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
庁
長
は
一
体
ど
う
し
て
あ
れ
こ
れ
言
葉
を
借
り
て
責

任
逃
れ
を
し
、
任
命
さ
れ
た
職
務
を
負
い
な
が
ら
そ
れ
を
全
う
し
な
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
か
」
と
強
調
し
、
夏
仁

の
楊

年
留
任
の
申
請
を
許
可
し
な
か
っ
た
。

こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
江
寧
地
方
審
判
庁
成
立
当
初
は
、
人
事
問
題
を
巡
っ
て
、
ま
ず
は
民
国
期
司
法
の
過
渡
的
な
制
度
の
変
更
期

に
あ
っ
て
、
官
庁
間
の
矛
盾
点
や
管
理
の
混
乱
と
い
う
問
題
が
出
現
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
楊
年
に
よ
る
江
寧
地
方
審
判
庁
の

再
建
は
、
最
終
的
に
は
楊
年
が
罪
に
よ
り
解
職
さ
れ
る
と
い
う
事
態
を
招
い
た
が
、
そ
れ
で
も
時
間
の
経
過
と
と
も
に
通
常
の
業
務
が
展
開

さ
れ
、
南
京
の
司
法
秩
序
は
徐
々
に
回
復
へ
と
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（法政研究81-３- ）292 446
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四

初
め
て
姿
を
現
し
た
近
代
的
司
法
機
構

民
国
初
期
の
司
法
機
構
は
懊
悩

転
と
し
た
状
況
か
ら
再
生
し
、
六
月
頃
に
は
南
京
に
お
い
て
基
本
的
に
回
復
す
る
こ
と
と
な
り
、
ま
ず

は
監
獄
の
問
題
が
解
決
さ
れ
始
め
る
に
至
っ
た
。
江
南
模
範
監
獄
が
そ
の
修
復
に
着
手
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
通
り
、
江
南
監

獄
は
昨
年
の
「
光
復
」
時
に
戸
や
窓
が
破
壊
さ
れ
、
床
板
は
全
て
剥
が
さ
れ
、
屋
根
の
木
材
や
瓦
も
六
、
七
割
持
っ
て
い
か
れ
、
四
方
の
壁

を
残
す
の
み
と
な
っ
て
い
た
。
模
範
監
獄
の
典
獄
官
で
あ
る
王
春
生
の
上
申
に
よ
れ
ば
、
当
該
監
獄
は
南
京
城
内
に
設
置
さ
れ
、
部
屋
は
二

百
あ
ま
り
、
犯
罪
者
を
五
百
人
ほ
ど
収
容
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
元
々
江
安
糧
道
が
銀
十
万
両
を
支
出
し
、
業
務
開
始
時
に
一

万
両
ほ
ど
を
費
消
し
た
も
の
の
、
ま
だ
七
万
九
千
五
百
両
ほ
ど
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
裕
宇
官
銀
銭
総
局
に
留
め
ら
れ
、
そ
の
支
配
権

は
江
蘇
都
督
の
手
中
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
監
獄
は
酷
く
破
壊
さ
れ
て
お
り
、
取
り
急
ぎ
修
復
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
司
法
部
は
上
述
の
状

況
を
了
解
し
た
上
で
、
江
蘇
都
督
に
対
し
咨
文
を
発
し
、

考
え
て
み
る
に
監
獄
は
人
民
の
生
命
に
関
わ
る
大
変
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
現

に
南
京
は
臨
時
政
府
の
所
在
地
で
あ
り
、
全
国
を
つ
ぶ
さ
に
見
て
み
る
に
、
最
も
速
や
か
に
修
繕
を
行
っ
て
、
そ
の
改
良
を
助
け
、
全
国
の

模
範
と
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
監
獄
は
七
万
両
余
り
の
蓄
え
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
は
固
有
の
資
産
で
あ
る
の
で
、
当

該
監
獄
改
良
の
た
め
の
資
金
と
す
べ
き
で
あ
る
。
事
は
人
道
主
義
を
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
の
で
、
貴
都
督
も
ま
た
同
意
し
て
い

た
だ
け
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
諒
と
さ
れ
た
い
。
貴
都
督
に
咨
文
を
送
り
、
お
手
を
煩
わ
し
て
裕
宇
官
銀
銭
総
局
の
総
経
理
に
申
し
付
け
て
そ

の
全
額
を
司
法
部
に
送
ら
せ
る
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
を
請
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
官
の
予
算
を
費
消
し
て
監
獄
事
務
を
利
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
同
時
に
典
獄
官
王
春
生
は
呈
文
で
上
申
を
行
い
、
模
範
監
獄
は
土
地
が
低
く
湿
地
で
あ
る
た
め
、
全
部
の
部
屋

を
二
尺
ほ
ど
か
さ
上
げ
す
れ
ば
、
水
害
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
都
督
府
は
軍
需
局
に
命
じ
て
競
争
入
札
の
方
法
を

用
い
、
二
万
五
千
六
百
元
を
支
出
し
、
四
十
日
間
で
施
工
を
完
了
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
（
資
料
番
号
二
〇
六

一
九
一
二

〇
〇
三

〇

〇
一
二
）。
こ
の
ほ
か
江
寧
地
方
監
獄
も
そ
の
機
能
を
回
復
し
始
め
、
中
華
民
国
元
年
九
月
三
日
に
は
江
寧
地
方
監
獄
の
張

榮
が
江
蘇
都
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督
へ
向
け
て
江
寧
地
方
監
獄
の
公
印
の
使
用
開
始
の
日
時
を
上
申
し
て
お
り
、

江
寧
地
方
監
獄
の
印
は
、
既
に
八
月
二
十
六
日
に
使
用
を

開
始
し
て
お
り
、
合
せ
て
印
影
一
紙
を
付
し
て
奉
る
」
と
し
て
い
る
。

江
寧
区

案
館
に
保
存
さ
れ
る
司
法

案
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
六
月
二
十
一
日
に
は
南
洋
監
獄
学
校
の
学
生
で
あ
る
王
亮
が
、
該
校
校
長

の
楊
啓
昌
が
私
に
公
堂
を
設
置
し
詐
欺
に
よ
り
財
を
得
た
と
訴
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
民
国
元
年
に
江
寧
地
方
検
察
庁
が
最
も
早
く
受
理
し

公
訴
を
提
起
し
た
案
件
で
あ
り
、
庁
長
は
い
ま
だ
劉
煥
で
あ
っ
た14

）。
そ
し
て
江
寧
地
方
審
判
庁
が
判
決
を
下
し
た
最
も
早
期
の
案
件
は
六
月

十
七
日
の
「
巖
樹
棠
與
朱
晋
牆
基
之

案15
）」

で
あ
り
、
そ
の
時
の
江
寧
地
方
審
判
庁
の
庁
長
は
既
に
夏
仁

と
な
っ
て
い
た
。

原
・
江
寧
地
方
審
判
庁
の
改
組
は
辛
亥
革
命
か
ら
数
え
る
こ
と
七
か
月
、
民
国
元
年
六
月
に
江
寧
地
方
審
判
庁
は
封
建
王
朝
の
地
方
司
法

機
関
か
ら
中
華
民
国
の
共
和
制
度
の
下
で
の
地
方
審
判
庁
へ
と
そ
の
性
格
を
転
換
さ
せ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

＊
本
研
究
は
江
蘇
高
校
優
勢
学
科
建
設
工
程
資
助
項
目
（
Ｐ
Ａ
Ｐ
Ｄ
）
の
資
金
補
助
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

＊
キ
ー
ワ
ー
ド：

辛
亥
革
命
、
民
国
司
法

案
、
江
寧
地
方
審
判
庁

（
了
）
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※
訳
者
よ
り

原
著
者
何
東
氏
は
植
田
信
廣
教
授
の
下
で
二
〇
〇
六
年
に
博
士
（
法
学
）
の
学
位
を
取
得
し
、
帰
国
後
二
〇
〇
八
年
よ
り
南
京
師
範
大
学

（
南
京
市
）
法
学
院
副
教
授
を
務
め
、
現
在
は
浙
江
工
商
大
学
（
杭
州
市
）
公
共
管
理
学
院
副
教
授
の
任
に
あ
る
。

著
者
の
紹
介
し
た
原
史
料
は
大
変
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
紙
幅
の
都
合
も
あ
っ
た
た
め
、
簡
体
字
を
繁
体
字
に
置
き
換
え
る
に
と
ど

め
、
原
文
の
ま
ま
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
当
時
の
裁
判
所
に
つ
い
て
は
清
末
・
北
洋
政
府
時
期
に
は
「
審
判
庁
」、
南
京
政
府
時
期

に
は
「
法
院
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
歴
史
的
名
称
で
あ
る
の
で
「
裁
判
所
」
と
は
せ
ず
に
「
審
判
庁
」
と
し
た
。
法
廷
に
つ
き
当
時
は
例

え
ば
「
民
二
庭
」
の
よ
う
に
「
庭
」
の
字
を
用
い
、
所
謂
「
裁
判
長
」
の
こ
と
を
「
庭
長
」
と
呼
ん
で
い
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
日
本
で

は
な
じ
み
が
な
い
の
で
、

民
二
庭
」
に
つ
い
て
は
「
民
二
廷
」
と
し
、

庭
長
」
は
「
裁
判
長
」
と
訳
す
こ
と
に
し
た
。

※
主
要
人
名
に
つ
い
て

本
稿
に
登
場
す
る
主
要
人
名
に
つ
い
て
、
訳
者
が
捜
索
し
得
た
限
り
の
情
報
を
以
下
に
掲
げ
て
お
く
。

莊

寛
（
思
緘
）

江
蘇
省
武
進
縣
人
。
一
八
六
六
年
生
。
前
清
時
代
浙
江
布
政
使
、
廣
西
邊
防
大
臣
、
廣
西
督
練
公
所
總
參
議
官
等
に

任
し
第
一
革
命
起
る
や
革
命
軍
に
投
じ
江
蘇
の
獨
立
に
盡
力
す
。
一
九
一
二
年
江
蘇
都
督
代
理
。
一
九
一
五
年
任
北
京
政
府
審
計

院
長
。
一
九
二
四
年
任
海
關
附
加
税
保
管
委
員
會
委
員
。
同
年
審
計
院
長
を
辭
す
。
一
九
二
八
年
任
北
京
故
宮
博
物
院
理
事
。
次

で
北
平
故
宮
博
物
院
圖
書
館
長
。

外
務
省
情
報
部
編
『
現
代
中
華
民
國
滿
洲
帝
國
人
名
鑑
』

東
亞
同
文
會
業
務
部
・
一
九
三

七
）
二
八
六
｜
二
八
七
頁
）

程
徳
全

字
雪
樓
年
六
十
一
歳
四
川
雲
陽
人

生
候
補
同
知
蘇
州
水
路
總
巡
候
補
道
吉
林
濱
江
道
雲
南
提
法
使
江
西
布
政
使
黒
龍
江
将
軍

巡
撫
署
理
奉
天
巡
撫
江
蘇
巡
撫
江
蘇
都
督
民
軍
總
指
揮
官
南
京
臨
時
政
府
内
務
總
長
（『
最
新
官
紳
履

彙
録

第
一
集
』

北
京
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敷
文
社
・
一
九
二
〇
）
一
七
〇
頁
）

楊
年

年
四
十
三
歳
江
蘇
人
日
本
法
政
大
學
卒
業
南
京
地
方
審
判
廳
長
（
同
一
九
九
頁
）

鄭
言

字
丹

年
四
十
九
歳
四
川
華
陽
人
優

貢
生
光
緒
庚
子
辛
丑
併
科

人
辛
丑
壬
寅
恩
科
進
士
刑
部
主
事
河
南
司
行
走
充
本
司

主
稿
進
士
館
學
員
日
本
法
政
大
學
速
成
科
畢
業
學
部
考
試
以
主
事
儘
先
補
用
法
部
派
充
統
計
處
科
員
調
京
師
地
方
審
判
廳

推

事
上
行
走
奏
補
京
師
審
判
廳
民
庭
推
事
報
捐
知
府
調
蘇
充
撫
院
文
案
並
籌

創
設
審
判
廳
事
宜
試
署
江
蘇
高
等
審
判
廳
廳
丞
署
江

蘇
提
法
司
長
都
督
府
政
務
廳
參
議
國
務
院
存
記
簡
任
平
政
院
評
事
（
同
二
二
二
頁
）

夏
仁

『
舊
京
瑣
記
』
等
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
、『
北
京
市
志
稿
』
の
編
纂
に
も
携
わ
っ
た
国
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
夏
仁
虎
の
兄
で
は

な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
王
景
山
「
枝
巢
老
人
夏
仁
虎
的
家
世
」

王
景
山
主
編
『
国
学
家
夏
仁
虎
』

浙
江
文
藝
出
版
社
・
二
〇

〇
九
）
収
録
）
に
「
三
兄
仁

、
邑

生
、
戊
子
・
辛
卯
科
薦
巻
。
曾
任

台
知
県
、
無
子
女
。
抗
戦
爆
発
逝
世
于
赴
漢
口
途

中
」

同
書
二
二
五
頁
）
と
あ
る
。

１
）

江
寧
地
方
審
判
庁
の
設
立
場
所
は
南
京
城
内
の
新
廊
旧
厘
局
で
あ
っ
た
。
同
庁
は
第
二
審
級
に
あ
り
、
南
京
に
設
置
さ
れ
た
江
蘇
第
一
高
等
審
判
分

庁
を
一
審
級
上
の
審
判
機
関
と
し
、
下
に
は
第
一
・
第
二
初
級
審
判
庁
が
第
一
審
級
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
他
に
、
江
寧
地
方
審
判
庁
は
無
錫
、

江
陰
、

陽
、
宜
興
、
六
合
、
丹
陽
、
儀
征
、
揚
中
、
江
都
、
句
容
、
高
淳
、

水
、
江
寧
等
の
二
十
一
県
の
初
級
審
判
庁
の
上
訴
案
件
を
管
轄
し
て
い

た
。

２
）
『
臨
時
政
府
公
報
』
第
四
十
三
号
（
民
国
元
年
三
月
二
十
日
）、
十
三

十
四
頁
参
照
。

３
）
『
臨
時
政
府
公
報
』
第
四
十
三
号
（
民
国
元
年
三
月
二
十
日
）、
十
四
頁
参
照
。

４
）
『
臨
時
政
府
公
報
』
第
五
十
一
号
（
民
国
元
年
三
月
二
十
九
日
）、
十

十
一
頁
参
照
。

５
）
『
臨
時
政
府
公
報
』
第
五
十
二
号
（
民
国
元
年
三
月
三
十
日
）
十
一

十
二
頁
参
照
。

６
）
『
臨
時
政
府
公
報
』
第
五
十
二
号
（
民
国
元
年
三
月
三
十
日
）
十
二
頁
参
照
。

７
）

張
晋
藩
総
主
編
・
朱
勇
主
編
『
中
国
法
制
通
史

第
九
巻

清
末
・
中
華
民
国
』

法
律
出
版
社
・
一
九
九
九
）
四
一
六
頁
参
照
。
そ
こ
で
は
上
記
五

（法政研究81-３- ）296 450

論 説



つ
の
呈
文
・
批
文
の
内
容
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
出
典
情
報
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

８
）

辛
亥
革
命
百
周
年
を
記
念
す
べ
く
、
二
〇
一
二
年
四
月
、
南
京
市

案
局
は
九
州
出
版
社
に
委
託
す
る
形
で
『
辛
亥
前
後
南
京
司
法
判
案
実
録
』
全

十
巻
と
い
う
形
で
百
年
前
の
百
件
前
後
の
判
例
を
選
び
出
し
て
出
版
し
、
封
建
王
朝
か
ら
共
和
制
度
へ
の
交
替
の
時
期
の
司
法
制
度
の
変
遷
に
つ
い
て
の

再
現
を
試
み
て
い
る
。

９
）
『
中
国
第
二
歴
史

案
館
指
南
（
中
国

案
館
指
南
叢
書
）』

中
国

案
出
版
社
・
一
九
九
四
）
参
照
。

10
）

一
九
八
七
年
に
編
集
が
開
始
さ
れ
、
一
九
九
一
年
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
内
部
限
定
で
あ
り
、
後
に
補
充
・
改
訂
の
う
え
出
版
さ
れ
た
。

11
）

但
し
当
時
の
南
京
で
は
内
橋
を
境
に
二
つ
の
県
が
置
か
れ
て
お
り
、
内
橋
以
北
を
上
元
県
、
内
橋
以
南
を
江
寧
県
と
呼
ん
で
い
た
。
辛
亥
革
命
後
、

中
華
民
国
が
江
寧
府
に
都
を
定
め
る
と
、
江
寧
府
は
南
京
府
と
改
称
さ
れ
、
上
元
・
江
寧
の
二
県
は
廃
止
さ
れ
た
。
し
か
し
南
京
地
区
の
地
方
審
判
庁
と

高
等
審
判
分
庁
に
つ
い
て
は
江
寧
の
呼
称
が
引
き
続
き
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
一
九
一
二
年
四
月
の
北
京
遷
都
後
、
南
京
府
は
廃
止
さ
れ
、
江
寧
県
が

設
け
ら
れ
た
。
一
九
二
七
年
民
国
政
府
が
南
京
を
首
都
と
し
た
後
は
、
南
京
城
の
外
郭
以
内
が
南
京
特
別
市
と
さ
れ
、
城
郭
の
外
は
江
寧
県
に
属
す
る
も

の
と
さ
れ
た
。
一
九
三
四
年
に
は
江
寧
県
は
現
在
の
東
山
鎮
一
帯
を
管
轄
す
る
も
の
と
し
て
移
さ
れ
て
い
る
。

12
）

拙
稿
「
民
国
初
年
司
法
諸
相：
司
法
転
型
与
試
法
的
人

｜
｜
以
江
寧
地
方
司
法

案
為
例
」

里

主
編
『
法
律
史
評
論
』

二
〇
一
二
年
巻
・
総

第
五
期
）

法
律
出
版
社
・
二
〇
一
三
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

13
）

前
身
は
江
蘇
按
察
司
で
あ
り
、
宣
統
二
年
に
江
蘇
提
法
司
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
全
省
の
司
法
行
政
事
務
に
対
し
責
任
を
負
い
、
か
つ
各
級
の
審

判
庁
、
検
察
庁
及
び
監
獄
を
監
督
し
た
。

14
）

資
料
番
号
二
〇
六

一
九
一
二

〇
〇
三

〇
〇
九
、
二
〇
六

一
九
一
二

〇
〇
三

〇
〇
一
〇
、
二
〇
六

一
九
一
二

〇
〇
三

〇
〇
一
一
、
二
〇
六

一
九
一
二

〇
〇
三

〇
〇
一
三
、
二
〇
六

一
九
一
二

〇
〇
三

〇
〇
一
四
の
資
料
を
参
照
。

15
）

資
料
番
号
二
〇
六

一
九
一
二

〇
〇
三

〇
〇
一
九
の
資
料
を
参
照
。

＊
本
翻
訳
は
平
成
二
六
年
度
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
２
６
３
８
０
０
１
０
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。
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